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安心の積み立て

さらに、働きがいのある職場づくりに

ご加入・増口のおすすめ

事業主のみなさまへ

「賃金の支払の確保等に関する法律」（昭和５１年法律第３４号）に基づき、
昭和５２年４月１日より、事業主は退職金の支払いのための保全措置を講ず
るよう要請されておりますが、この制度に加入した事業所は退職金の保全措
置がなされているものとみなされます。？
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１

特定退職金共済制度「東京金属事業厚生会」は、退職金共済事業を通じて、金属事
業業界で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては業界の振興と発展に寄与
することを目的とし、昭和４６年４月２７日に国税庁の認可を受けて設立された長い歴史
と実績のある法人です。

・法人の場合（法人税法施行令第１３５条、所得税法施行令第６４条）
法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

・個人事業主の場合（所得税法施行令第６４条）
個人事業主が負担した掛金は、全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

２

・毎月掛金を支払うだけで将来必要な退職金を計画的に準備できます。

・退職金確保により従業員の勤労意欲の向上が図れます。

・従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。

３

現在、中小企業退職金共済制度に加入されている方も重複加入が可能です。
ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

４
通算制度では、退職金が引継がれるだけでなく、加入期間に応じた退職所得控除期間も引継がれますので、この制
度の利用により退職金と退職所得控除額はセットで従来より大きくなります。

会員事業所間において転職した場合には、掛金納付月額の通算ができます。

加入資格 加入できる事業主 [共済契約者]
金属事業業界の事業主であれば、共済契約を締結し、従業員を加入させることができます。

加入できる従業員 [被共済者]
加入できる従業員は、満１５歳以上満８０歳未満にかぎります。

加入する時は [任意包括加入]
この制度への加入は事業主の任意ですが、加入する場合には、対象の全従業員を加入させなければ
なりません。
なお、期間を定めて雇用される方、季節的業務に雇用される方、試用期間中の方、常時勤務に服す
ることを要しない方、パートタイマー、休職中の方などは加入させなくても差し支えありません。

加入できない従業員
事業主、役員（ただし、使用人兼務役員は加入できます）、もしくは事業主と生計を一にする親族の方、
また、現に他の特定退職金共済団体の共済契約の被共済者である方は、この制度に加入できません。
※使用人兼務役員であるか否かの判定は、関与税理士に相談してください。

掛金と加入口数

１口につき、月額500円です。
※掛金には１口あたり4.6％(23円)の制度運営
事務費が含まれています。

※記載の内容は、平成３１年２月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。

掛金

掛金は、全額事業主負担です。負担 申し出により増口することができます。月額

1人当たり月額1,000円（2口）から
30,000円（60口）です。

加入口数



加入(増口)手続き

提出書類 加入時期 送付期限日 掛金払込日 書類提出先

加入員登録申込書※ 毎月１日

（末日までの
申込は翌月
１日加入）

加入時期の

前月末日

口座振替の場合
加入月翌月３日
厚生会へ送金の場合

加入月末日

東京金属事業厚生会

月額変更(増口)申請書

※本制度に新規加入される事業所は別途下記①～④が必要となります。
①退職金共済契約申込書 ②印鑑票 ③申込金 ④口座振替希望の場合のみ預金口座振替申込書

給付金の請求・給付額

掛 金
納入期間

月 額 掛 金

１,０００円
（２口）

２,５００円
（５口）

５,０００円
（１０口）

１０,０００円
（２０口）

２０,０００円
（４０口）

３０,０００円
（６０口）

年
１

円
１２，０００

円
３０，０００

円
６０，０００

円
１２０，０００

円
２４０，０００

円
３６０，０００

２ ２４，０００ ６０，０００ １２０，０００ ２４０，０００ ４８０，０００ ７２０，０００

３ ３６，０００ ９０，０００ １８０，０００ ３６０，０００ ７２０，０００ １，０８０，０００

４ ４８，６００ １２１，５００ ２４３，０００ ４８６，０００ ９７２，０００ １，４５８，０００

５ ６１，４００ １５３，５００ ３０７，０００ ６１４，０００ １，２２８，０００ １，８４２，０００

６ ７４，２００ １８５，５００ ３７１，０００ ７４２，０００ １，４８４，０００ ２，２２６，０００

７ ８７，２００ ２１８，０００ ４３６，０００ ８７２，０００ １，７４４，０００ ２，６１６，０００

８ １００，４００ ２５１，０００ ５０２，０００ １，００４，０００ ２，００８，０００ ３，０１２，０００

９ １１３，８００ ２８４，５００ ５６９，０００ １，１３８，０００ ２，２７６，０００ ３，４１４，０００

１０ １２７，４００ ３１８，５００ ６３７，０００ １，２７４，０００ ２，５４８，０００ ３，８２２，０００

１５ １９７，４００ ４９３，５００ ９８７，０００ １，９７４，０００ ３，９４８，０００ ５，９２２，０００

２０ ２７２，４００ ６８１，０００ １，３６２，０００ ２，７２４，０００ ５，４４８，０００ ８，１７２，０００

２５ ３５１，６００ ８７９，０００ １，７５８，０００ ３，５１６，０００ ７，０３２，０００ １０，５４８，０００

３０ ４３６，２００ １，０９０，５００ ２，１８１，０００ ４，３６２，０００ ８，７２４，０００ １３，０８６，０００

３５ ５２６，２００ １，３１５，５００ ２，６３１，０００ ５，２６２，０００ １０，５２４，０００ １５，７８６，０００

４０ ６２２，０００ １，５５５，０００ ３，１１０，０００ ６，２２０，０００ １２，４４０，０００ １８，６６０，０００

４５ ７２３，８００ １，８０９，５００ ３，６１９，０００ ７，２３８，０００ １４，４７６，０００ ２１，７１４，０００

５０ ８３２，２００ ２，０８０，５００ ４，１６１，０００ ８，３２２，０００ １６，６４４，０００ ２４，９６６，０００

退職一時金 掛金納入期間１ヶ月以上の加入従業員が死亡以外の事由で退職されたとき、または
満８０歳になられたときに加入従業員に支払われます。

遺族一時金 掛金納入期間１ヶ月以上の加入従業員が死亡されたときには、遺族に対して支払わ
れます。

加入従業員が退職・死亡した場合は、当会備え付けの書類で請求してください。

※受取人は被共済者（加入従業員）です。税法上事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。
やむを得ず途中で契約を解除した場合でも、退職一時金と同額が加入従業員に支払われます。

・給付金額は、東京金属事業厚生会特定退職金共済制度規約に基づくものですが、経済変動等により、将来改定されることがあります。

・１年未満の端数月のある場合は、月割りの額が支払われます。

・死亡退職時には、上記退職一時金額表と同額の給付金がご遺族に支払われます。

(注)

【退職一時金額表】

１

２



委託保険会社および委託割合

住友生命保険相互会社（事務幹事会社） （８４％）

明治安田生命保険相互会社 （１６％）

本制度の健全な運営を期すために、上記委託会社と新企業年金保険契約を締結し、その運営を委託しております。
委託保険会社は各ご加入者の加入金額のうち、それぞれ委託割合による保険契約上の責任を負います。

なお、委託保険会社および委託割合は今後変更することがあります。

（上記の委託保険会社および委託割合は平成３１年２月現在のものです。）

一般財団法人 東京金属事業厚生会

〒１０１-８５７１ 東京都千代田区岩本町１－１１－１１ 東京金属事業健保会館１階

ＴＥＬ ０３-５８２９-４９５０ ＦＡＸ ０３-５８２９-６８７２

【個人情報に関するお知らせ】
当会は、法に適したかつ公正な方法によって「個人情報」（加入者の氏名・性別・生年月日等）を取得します。取得した

個人情報について当会は、この制度の「引受け・継続・維持管理」および「退職金の支払い」の業務等、制度管理上必要な

範囲にのみ利用します。

なお、この制度の運営にあたって、当会は個人情報の取扱いについて生命保険会社等へ委託します。この場合、適切な

委託先を選定するとともに、契約により、委託先の義務と責任を明確にする等、委託先において個人情報が安全に管理さ

れるよう適切に監督します。

給付の種類 取扱内容

退職一時金

退職所得となります。

退職所得の金額 ＝ （退職金総額 － 退職所得控除額） × １/２

※退職所得控除額

勤続２０年以下の場合・・・４０万円 × 勤続年数（ただし最低８０万円）

勤続２０年超の場合・・・・・（４０万円×２０年）＋（７０万円×勤続年数－２０年）

[所得税法第３０条・第３１条、同法施行令第７２条]

ただし、解約された場合の給付金は一時所得になります。
[所得税法施行令第７６条]

遺族一時金

相続税の対象になりますが、受取人が法定相続人の場合、

「５００万円 × 法定相続人数」 までは非課税となります。

[相続税法第３条・第１２条]

通算制度

当厚生会加入事業所間において転職した場合に、一定の条件のもと前の積立金を合算することができます。

中小企業退職金共済制度へ加入している事業所への転職又はその反対に当厚生会へ加入している事業所へ

転職した場合、転職前の積立金（退職一時金相当額）を移管し通算して受けることができます。

この制度についてのお問い合わせ・お申し込み

ご参考 税法上の取扱い

（記載内容は、平成３１年２月現在の税制に基づいています。今後、税制の変更に伴い、税務の取扱いが変わることがあります。）
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２


